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１ はじめに 

「著しい行動障害のある人への支援の在り方について」 

行動障害は生まれつきのものではなく、個別の障害特性と周囲の環境や関わりとのミスマッチが大き

いことによって現れるものと考えられる。何よりも行動障害の改善は「生活の安定感」が土台となる。つ

まり、生活の土台作りに向き合わなければ激しい行動障害や生命をも脅かすパニックに苦しむ人たちの

支援の在り方は見えてこない。また、行動障害は適切な支援スキルだけではなく、適切な環境調整も含め

た複合的な取り組みによって改善できるものである。また、行動障害の背景にある心理・身体・行動面の

ストレス反応の低減には基本となる生活リズムを整える必要があり、日中活動の充実も含めたメリハリ

のある生活スタイルを基本とした一人ひとりの暮らしの充実に尽きるといっても過言ではない。 

福祉サービスの基本は、「環境」「スキル」「風通し」という３つの柱から成る。「環境」は、建物の空間

的工夫あるいは生活環境等を指す。つまり、関わる人や生活・日中活動の構造的配慮、また、活動範囲も

含めた生活環境がどのような状況にあるかということである。「スキル」は、人材や専門性を意味してい

る。机上で学ぶことは大変重要なことであるが、やはりその上に実践的な学びを備えることでこの分野

に必要な専門性をもつということになる。「風通し」は、利用している人の尊厳、権利擁護という意味か

らも非常に重要である。さらに、職場内の連携はもちろん、多職種、地域との連携ということが特に著し

い行動障害のある人（以下、「著しい行動障害児者」という。）への支援には欠かせない。著しい行動障害

児者への支援は、どこかが単独で担えるものでも、また、そうすべきことでもない。地域で支える視点を

持つ事が重要である。つまり、行政、医療、教育、福祉すべてが当事者の立場として機能していることが

「風通し」の良い支援環境といえる。 

令和２年度・令和３年度に当協会が実施した「著しい行動障害への対応に関する実態調査」（以下、「行

動障害実態調査」という）の結果をもとに、現状における課題とこれからの新しい支援策について報告す

る。 

 

 

２ 安心できる生活環境 

２−１ 著しい行動障害児者への支援と権利擁護について 

著しい行動障害児者への支援においては、人としての尊厳、権利擁護が厳守されなければならず、体罰

を含む虐待が自己肯定感を低下させ、心身ともに悪影響をもたらすことは科学的にも証明されており、

暴力は療育の手段として絶対に認められるものではないことをここでは特に強調したい。 

ノーマライゼーションの育ての親、ベンクト・ニィリエは「多くの人は、暮らす場と別の場所にある職

場や学校に通い、様々な場所で余暇を過ごす。知的障害のある人が日中活動や余暇活動を『家』として機

能する同じ建物内で行うことは適切ではない。地域にある社会資源の利用を伴った豊かな経験をするこ

とで、様々な予期しない体験も受け入れられるようになる。」と述べている。この言葉は、著しい行動障

害児者への支援の在り方を示唆している。 
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２−２ 入所施設の利用者像の変化について 

入所施設から地域生活への移行を進めるため、施設入所者数の削減や地域移行者数の目標値が掲げら

れてきたが、その目標値と達成値の差は縮まることなく、下方修正を重ねてきた。しかし一方で、こうし

た数値の推移だけでは見えにくい大きな変化がある。国保連のデータを下に厚生労働省が作成した資料

（社会保障審議会障害者部会 第 121 回 資料２）によると、施設入所者数について、2013（平成 25）年

を基準とした年度毎の 7 年間の推移を障害支援区分別に見ると 2020（令和 2）年度時点の区分１は、2013

年度比で 85.7％減少、同様に区分２は 73.7％、区分 3 は 60.7％、区分 4 は 35.4％それぞれ減少してい

る。他方、区分 5 はこの 7 年間ではほとんど増減はなく、区分 6 が 36.7％増加し、全入所利用者の 80％

が区分 5 以上となっていた。【データ編 A】 

加えて、著しい行動障害児者の在籍状況では、障害者支援施設を利用されている割合が他の種別事業に

比べ顕著に高く、実に約 34％の人が該当していた。【データ編 B】 

 

２−３ 入所施設の居住環境と人員配置について 

2022（令和４）年に当協会が会員向けに実施した調査（令和 4 年度全国知的障害児者施設・事業実態

調査）によれば、利用者の約 65％が個室を利用している一方で、今なお１万人以上が３人以上の居室で

暮らしている実態が明らかとなった。【データ編 C】。 

一方、当協会が実施した行動障害実態調査によれば、障害者支援施設において、小規模ユニット化等の

少人数体制による居住棟の 10 名定員以下は 9.8％と全体の 10％にも満たないものであった。近年、完全

個室や小規模ユニット化への期待は高まりつつあるが、措置制度の下で建設された多床部屋を基本とし

た施設がまだまだ数多く存在するのが現状である。【データ編 D】 

また、人員配置についても、調査結果をもとに算出した配置比率では、1.8 対 1 であるが、「日中活動

後から就寝前」の時間帯における実態は 1 対 1 の対応が必要な人数を除いた場合、8.2 対 1 となってい

る。【データ編 E】 

人員配置ついては、これまでには様々な改善がされてはきたが、意思決定支援という「個人を中心に据

えた生活の場」への抜本的な改善には至っていない。集団規模が大きければ大きいほど、支援員一人ひと

りにかかる支援量が多ければ多いほど、様々な問題が生じることは容易に想像できる。施設内で起きる

労災事故、虐待や長期に渡る居室の施錠等の身体拘束、疲弊を理由とした離職の背景には、施設の居住環

境と人員配置が大きく影響していることが読み取れる。 

 

２−４ 支援度の高い人への支援の充実について 

障害支援区分５～６の方であっても、個々の障害は様々であり、支援に要する負担も大きく異なる。当

協会が実施した行動障害実態調査の結果では、著しい行動障害児者をより多く受け入れている施設事業

所ほど、生活面や日中活動の場における設備環境面（ハード面）での安全面や機能面の整備を行ってい

た。一方で環境整備がなされていないと回答した施設の６割以上が予算を確保することができないと回

答していた。人員配置についても現在員（夜間）に対する強度行動障害と認定されている利用者の割合が



- 6 - 

 

高い施設・事業所ほど、日中活動後から就寝前までの職員配置を手厚くするなどの財政的負担が増加し

ていた。支援度の高い人に対する支援の充実のために、個々の支援度を評価する新たな仕組みが必要で

ある。従来の評価に加えて、定員に対する 1 対 1 対応の必要な利用者の割合、各生活時間帯における支

援員の配置人数等の評価が考えられる。現行の制度について言えば、重度障害者支援加算について、点数

が極めて高い人に対し、上位の加算区分を創設する必要がある。整備費についても重点整備期間等を設

けての国庫補助の充実、住宅政策、土地政策、農地政策との連携、税制上の優遇策を講じるなどの必要が

ある。【データ編 F・G】 

 

２−５ 著しい行動障害児者の新たな住まいについて 

 著しい行動障害児者は、現行の障害福祉サービスでは、障害者支援施設または共同生活援助事業所で

暮らしているケースが多い。当協会が実施した行動障害実態調査の結果、特にその在籍割合が顕著に高

い（34％）ことが示された障害者支援施設の現状を踏まえて、現行制度の枠組みにとらわれることなく必

要と考えられる既存の施設の改修も含めた「新たな住まう場」について提言する。【データ編 B】 

 

【障害区分認定における行動関連項目 15 点*¹を超える児者を想定した場合の居住環境と人員配置について】 

◼ 居住環境：完全個室、５～６人程度を限度とした小規模ユニット（生活機能：トイレ・浴室・キッチ

ン・リビングが独立して完備されたユニット）の推進 

◼ 人員配置：著しい行動障害（行動関連項目得点 15 点以上）児者 1 名に対して支援スタッフ 1 名の配

置 

 

 

 

 

 

 

３ 日中活動と暮らしの明確化 

３−１ 日中活動と暮らしの明確化 

 入所施設の最大の課題は、「集団性」と「閉鎖性」ということが言われてきた。 

当協会が 2022（令和４）年に会員施設向けに実施した実態調査（令和 4 年度全国知的障害児者施設・

事業実態調査）の結果によれば、利用者の日中活動の場については、「別の場所（敷地外）」との回答が 4％

程度に留まり、約 9 割の入所施設が「同一法人敷地内」と回答していた。障害者支援施設が行う生活介護

事業であっても、利用者のニーズがあるとすれば可能な限り地域に活動の場を展開し、暮らしと日中活

動の場所と人を分けて展開することが望ましいといえる。サポートを受けながらでも自立していると本

人が自覚できる場「安心できる暮らしの場」と、はたらいて得られる有用感「日中の充実した営み」は誰

にとっても大切なことである。【データ編 I】 

＊１ 令和３年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害児者の実態調査等に関する研究」の行動関連

項目の平均得点と合計点の分布によると、１５点を境に「自ら傷をつける行為」「他人を傷つける

行為」の割合が高くなっている。さらに、２０点以上では「異食行為」の割合が増え、「てんかん」

以外の行動関連項目の全てにおいて高い割合を示している。【データ編 H】 
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３−２ 日中活動の人員配置と活動内容 

人員配置については、効果的な支援を行うため、暮らしの支援を担当する職員同様に 1 対１の職員配

置とし、日中活動の小規模化（5～7 人程度）と活動内容の充実を図る。活動内容については、一人ひと

りの利用者の障害特性や状態を客観的に把握し、わかりやすい環境を用意することが必要である。その

ためは構造化のアイデアを取り入れ、本人の興味や関心を把握し、趣味、好み、能力に十分配慮した活動

内容を提案していきながら、地域社会につながる活動を積極的に組み込むことで、本人の達成感や自尊

心が高められる支援として有効となる。 

地域の様々な社会資源の活用した体験は、地域生活の継続に必要な力となる。そして、一人ひとりの自

尊心が高まり、生活の主体者として自己選択・自己決定ができるのだという自信と希望を持ってもらう

ことが事業の目的でなければならない。 

 

 

４ 信頼できる利用者と支援者との関わり 

４−１ 中核を担う職員の育成について 

専門性が必要とされる著しい行動障害児者を支援するためには、標準的支援（強度行動障害支援者養成

研修・行動援護従事者研修）を基本とした支援を組織的に実行するために、中核を担う人材の存在が不可

欠である。中核を担う職員には、チームで支援を行うためのマネジメントが求められ、コンサルテーショ

ンなどを受けた際には、そのアドバイスや支援方針をチーム全体に伝え、チームの職員と一緒に考える

ことが求められる。 

そのため、知的障害・自閉症の特性など障害特性について説明できることや構造化の意味を説明できる

こと、また、機能的なアセスメントを実施して、そこから一人ひとりの学習スタイルを見極めることや、

暮らし全般の適切な環境調整を行うことなどが求められる。また、家族の不安等を理解し、信頼関係を構

築することも求められる。そのように、中核的人材には、暮らし全般において具体的な支援を提案し、マ

ネジメントすることが求められる。そのため、支援現場での実践を通じてアセスメントのスキルの向上

を図るなど、適切なアセスメントを実施できる人材を各事業所・法人で育成していくことが重要である。

そのような人材を「中核を担う職員」として位置付け、育成していくための具体的な仕組みが必要になっ

てくる。そのため、先駆的な実践を行っている法人や事業所の情報収集を行い、実効性のある研修の仕組

みを開発することが求められている。 

 

４−２ コンサルテーション・スーパーバイズ体制の構築 

著しい行動障害児者を支援する場合には、現場で直接支援を行っている職員の心理的、身体的負担が大

きいといったことが当協会の実施した行動障害実態調査の結果から明らかになった。【データ編 J】 

そのため、現場で支援を行っている職員が安心して支援できるために必要なサポートをする仕組みも

必要であると考える。その一つとして、外部の専門家によるコンサルテーションの活用がある。その事に
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よって、専門的な支援が必要な著しい行動障害児者に対して、具体的なアドバイスをもとに、適切な支援

を実行することが出来ることは、行動上の課題を解決するための有効な手段だと考えられる。 

実際に著しい行動障害児者の利用者を積極的に受け入れている事業所の多くが、外部のコンサルテー

ションやスーパーバイズの仕組みを導入している。また、中核を担う職員の育成に対しても、外部の専門

家によるコンサルテーションから、そのスキルを学ぶことも期待できる。 

スーパーバイズを行う人材には適切な支援ができるスキルと合わせて、機能的アセスメントができ、そ

れを分析して計画することや、支援におけるマネジメントを行うこと。また、支援チームの心理的サポー

トや事業所の支援体制なども含めた組織的なマネジメントが出来ることが求められる。 

現時点でスーパーバイザーとなりうる人材として考えられるのは、発達障害者支援センターの専門職

や地域支援マネージャーなどが考えられる。この地域支援マネージャーの役割は、各地域の著しい行動

障害児者にとって必要不可欠な存在になることを期待している。したがって、配置されていない都道府

県、政令指定都市に対しては積極的な配置を働きかけることも必要な取り組みである。 

 

４−３ 意思決定に配慮し、自尊心を持ち一人で出来る活動を増やす 

厚生労働省の検討会「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」が立ち上がった背景の

一つとして障害者への人権侵害の問題がある。「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会

の報告書」でも、強度行動障害を有する者は、虐待の被害や身体的拘束等を受けることが多いことが明ら

かになっており、虐待防止や権利擁護の観点からも適切な支援が提供できる体制整備が求められる。 

また、身体拘束については、当協会が実施した行動障害実態調査でも、著しい行動障害児者が一定数、

そのような状態に至っていることが明らかになっており、適切な支援が行われる体制整備と合わせて、

人権擁護の視点と意思決定に配慮した支援のあり方についても検討していくことが重要である。【データ

編 K・L】 

特に、意思決定支援については、著しい行動障害児者の中には、重度の知的障害の伴った自閉症の方が

いるため、コミュニケーションに困難さのある方が多数いることが想定される。そのような人に対して、

人や環境に配慮することや、意思を伝えるコミュニケーションを学ぶ場を提供することが必要である。

また、障害が重いから・行動上の課題があるから「できない」と決めつけるのではなく、知的障害の方や

自閉症の方に対する合理的配慮は何かを考え、その環境を整える事が必要である。そのうえで、間違った

方法で学んでしまったことを改めて伝えていくことも必要な支援であり、構造化のアイデアを積極的に

活用することが求められる。 

常に誰かからの指示や促しで暮らしが組み立てられるのではなく、「一人で出来た」という経験から自

尊心が生まれ、さらなる成長に結びつく取り組みをチームで実践することにより、表面化した行動上の

課題が解決されていくというプロセスを支援者が実感することが必要なことである。 

そのような循環の中で、利用者の職員との良好な関係の中で、暮らしの質を向上させるための支援を行

うことが著しい行動障害児者に対する適切な支援である。また、支援者は倫理観を組織全体で共有する

ことが必要である。そういった意味においても、著しい行動障害児者に対する支援は組織的な体制作り

も重要なポイントである。 
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４−４ 研修のあり方 

現在、著しい行動障害児者に対する支援の研修として、強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）・

行動援護従事者養成研修が実施されており、強度行動障害支援者養成研修の修了者数は基礎研修 87,423

人、実践研修 46,087 人（令和 2 年現在）となり、著しい行動障害の標準的な支援を多くの支援者が学ん

だことになる。そこでは、氷山モデルを中心に行動における背景について考え、具体的な手法として構造

化と応用行動分析を用いた支援を行い、PDCA サイクルを回していくことが示されている。 

当協会の実態調査では、構造化のアイデアを実践されている事業所の割合は、環境面の配慮は 78.6％。

視覚的支援の配慮は 75.9％という結果であった。また、応用行動分析においては 38.6％の事業所が取り

入れていると回答している。【データ編 M・N】この結果は、強度行動障害支援者養成研修によって、そ

の手法が広く認知されたものだと考えられる。ただし、実際の現場でどのような支援が行われ、その効果

については詳細な検証がされていないため、支援内容についてはさらなる検討が必要である。また、一方

で、今回の調査では、「研修を受講しただけでは、実践に結びつかない。」という意見も一定数ある。【デ

ータ編 O・P】 

現場に必要な専門性を学ぶためには、講義形式の研修で学ぶだけではなく、OJT を基本とした研修の

仕組みが必要であると考えている。また、著しい行動障害が生じている状態の利用者で、限られた職員の

みで対応が難しいケースについては、経験と実績のある職員の存在が必要であるため、強度行動障害支

援者養成研修（基礎・実践）を修了した職員を対象とした、より実践的な研修の実施や、さらに、スーパ

ーバイザーを育てていく仕組みについても検討していくことが求められる。そのためにも、著しい行動

障害児者を支援するために必要な専門性を明らかにすることが、中核を担う職員の役割とスーパーバイ

ザーの役割について示すことになる。 

また、現場でのフォローアップの一環として、事例検討を中心とした研修行い、そこで確認された好事

例を集約していきながら情報発信することにより標準的な支援が広く認識されることにつながるものと

考えている。 

 

５ 著しい行動障害のある人への支援体制について 

 

著しい行動障害児者の暮らしにおける環境を考えると、生活の場はできるだけ少人数でユニットケア

を基本とした生活の場が必要だと思われる。しかし、当協会が実施した行動障害実態調査の結果では、小

規模ユニットケアを実施し事業所（障害者支援施設）は、それほど多くない。【データ編 D】小規模ユニ

ットケアが進められない理由としては、人員体制の確保や改築に伴う費用の課題などが考えられる。特

に小規模ユニットケアを行う際には、さらなる夜間の職員配置が必要になるため、夜間支援、休日の支援

に対する報酬上の評価を行う必要がある。また、専門的な人材育成に対する研修や施設の改修などにつ

いても、報酬上の評価する仕組みについても検討する必要があると考えている。 

現在の著しい行動障害者に対する支援の報酬上の評価は、行動関連項目で10点以上の方を対象として、

強度行動障害支援者養成研修の修了者が支援することを前提に、行動支援計画の策定が求められている。 

著しい行動障害児者に対する支援の評価は、行動関連項目の点数のみの評価ではなく、それに伴う状態
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の改善に有効な支援や環境の要素を設定し、それを確実に実施していることを含めることも検討する必

要がある。また、支援度の高い著しい行動障害児者に適切な支援ができる事業所は非常に少なく、地域サ

ービスの推進と合わせて、受け入れる体制整備や人員体制など早急な対策が必要なことと思われる。ま

た、支援度の高い行動障害者を受け入れる事業所には、点数が高い人を受け入れているということでは

なく、それに見合った支援体制が整っており、その進捗については定期的にモニタリングをしていきな

がら、結果を示すことが求められる。 

グループホームは、小さな集団の生活であることから、個別的な支援を行うことがしやすく、一人ひと

りの特性に合わせた生活スタイルを獲得しやすいというメリットがある。また、地域のさまざまなサー

ビスを利用することができるため、著しい行動障害児者の居住サービスの一つの選択肢となりうるもの

と考えられるが、そのときには、標準的支援が実施できる体制と人員の配置が求められるため、さらなる

報酬上の評価が必要になる。 

 

６ 行動障害のある人を支援するセンターについて 

６−１ 事業の目的 

先述したような障害者支援施設の現状では、専門性も含めて著しい行動障害児者を受け入れられる施

設が限られ、都道府県を超えた広域な地域からの入所依頼があるのが実情である。積極的に受け入れて

いる施設では、職員も研修を積み、施設設備も整えて可能な限り受け入れを実施しているのだが、ニーズ

の多さに応えきれない実態がある。 

そのような状況の中で、在宅を含めた地域生活が限界に達しつつある方や、これまで利用していた事業

所に馴染めなかった人等を対象に、既存の障害者支援施設等を活用して一人ひとりの障害特性やその方

の生活環境のアセスメントを行い、本人の興味や関心から得意なことや好みを生かした生活スタイルの

確立や、コミュニケーション支援を通して地域生活の継続を目指す事業として、その人の生活へと導く

ことを提案したい。 

そのためには、5～６人程度を限度とした小規模ユニットの住まいが必要なため、既存の施設の改修や、

支援員等を手厚く配置する必要がある。また、夜勤支援等の支援体制を維持するためには小規模ユニッ

トを 2 か所以上合わせ持つことが望ましいことから、新たに「行動障害生活支援センター（仮称）」を提

案する。 

当該センターは必ずしも新規で設置するものではなく、すでに専門的な取り組みを実施している事業

所や、既存の障害者支援施設等が設備や人員体制等を整えることによりその役割を担うことが考えられ

る。また、すべてのケースが特定の場所で支援をおこなうのではなく、短期入所や居宅支援等を活用する

ことや、現在利用している福祉サービスに対して、経験に裏付けされた専門機関や人材が積極的に介入

することによって改善を図ることも考えられる。合わせて自立支援協議会等を活用し、地域の中で課題

を解決することが望ましい。 

なお、地域生活支援拠点等では緊急で短期入所等を利用することを想定された仕組みがあるが、実際に

はすぐに受け入れられないこともあるため、著しい行動障害児者が利用できるように整備を進めていく

ことと合わせて、各地域における実態把握とそれをコーディネートする機能の強化が求められている。 
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６−２ 設備・環境について 

 著しい行動障害児者に必要な設備と環境は以下の通りである。 

◼ ゆとりある居住のスペース 

◼ プライバシーが確保された環境 

◼ 外部からの刺激が少ない居室空間の確保 

◼ 落ち着けるスペースの設置 

◼ わかりやすい動線や部屋の配置 

◼ けが等に配慮した材料を使用 

◼ 障害特性（こだわり・感覚的過敏さなど）への配慮 

 

【転居先や在宅での設備・環境の留意点等】 

 冒頭にも述べているが、行動障害の改善は「生活の安定感」が土台となる。その安定感を作り出すため

には、なるべくこれまで暮らしてきた住まいと同等の設備やしつらえに合わせることが大切である。急

激な環境変化を嫌ったり、新たな環境に適応するまでに非常に長い時間がかかったりすることがあるた

め、特定の行動パターンやこだわりを優先し、適切に環境移行ができるようにしたい。そのためには、転

居前から地域の工務店や建築関係者等とも入念に連携をとりながら居住支援を進めることが肝要である。 

 また、著しい行動障害が顕著になってきた時は、本人の安全対策のためにテーブルやカウンター、キャ

ビネット等の家具の配置の工夫や、パーテションなどを新たに設置することが考えられる。本人の行動

パターンを分析し、こだわりを最大限保障する形で設備やしつらえを考える必要がある。 

 

６−３ 人員体制について 

職員配置基準は、著しい行動障害（行動関連項目 15 点以上）児者 1 人に対して支援スタッフ１人の配

置とする。また、行動障害生活支援センター（仮称）（２ユニット以上）にサービス管理責任者、看護師

（4 ユニットまで）を別途配置する。資格要件は、保育士、社会福祉士、公認心理師、特別支援教育を専

攻した者等のほか、今後考えられる強度行動障害支援者養成研修（実践）の修了者を対象とした上位研修

修了者、中核的人材等の配置が予想される。 

 

 

７ 児童期からの適切な関わり  

 

著しい行動障害は、個別の障害特性と周囲の環境や関わりとのミスマッチが大きいことによって現れ

るものと考えられる。将来の強度行動障害の状態の予防につなげていく取り組みこそが、最も重要なこ

とである。具体的には、本人の障害特性の理解、サポートブックなどを活用した本人のこだわり行動を支

援者間で共有すること、それを支援者が変わるごとに更新し、次の支援者につなげることが重要である。

強度行動障害の状態の予防活動は、息の長い支援と考えてもよい。このような事例を地域で積み重ねる
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ことで、家族を含めたライフステージを通じた地域生活を支えていく体制づくりにつながる。そのため

にも、関係機関との連携は欠かすことが出来ない。学齢期は、多くの目で子どもの成長を見守ることが出

来る重要な機会である。学校は、担任が毎年変わるなど、マイナス面も強調されているが、多様な授業で、

新しい経験を積み重ねる絶好の機会の連続でもある。特に家庭、福祉、教育関係者は、子どもたちの成長

の過程において最も大切な時期に関わることを再認識し、情報を共有しながら一貫した支援体制を構築

することを期待したい。さらに、青年期からの著しい行動障害に対する支援が最も脆弱であるため、実態

把握を進めていくことと合わせて、成人期への移行に向けた支援計画を推し進めていく必要がある。ま

た、著しい行動障害の状態像にある利用者を支えている家族を孤立させずに支える仕組みとしてレスパ

イトを目的とした短期入所の利用や、緊急的受け入れ態勢の整備なども検討することが望まれる。また、

家族が子どもの障害特性を理解して適切な支援に結びつけるための家庭支援のあり方も必要な支援であ

る。 

 

 

８ 医療との連携 

  

国立病院機構の強度行動障害治療を行う療養介護病棟には 740 人（＊１）の患者が入院されており、

専門治療によって地域移行が可能な方も出てきているが、未だ受け皿は少ない。また、全国の医療機関

（精神科病棟）にも判明しているだけで約 1,000 人（＊２）の行動障害を伴う知的・発達障害の長期入院

患者がおられ、障害者支援施設等に移行が可能と目される方もおられることから「行動障害生活支援セ

ンター（仮称）」等で受け入れ、調整・アセスメント等を経て障害者支援施設等に移行する方法も検討す

る。その一方で、障害者支援施設等において生活する著しい行動障害児者が、精神科医療が必要となった

場合には「行動障害生活支援センター（仮称）」等が調整して入院先を決めるような仕組みを導入するこ

とも考えられる。また、疾病や怪我等により、入院が必要になった時の福祉サービス（重度訪問介護等）

の利用についての要件の緩和と、重度訪問介護事業や行動援護事業を広く知ってもらうことと合わせて、

居宅支援事業所における専門性の向上に向けた取り組みが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊１）會田千重 編著（2020）：はじめに、第 1 章「強度行動障害の医療概論-今が転換期です！」、事例

1、おわりに、肥前精神医療センター監修 「多職種チームで行う 強度行動障害のある人への医療

的アプローチ」 中央法規，東京，10-44．   

（＊２）市川 宏伸（研究代表者）、田渕 賀裕、會田 千重、平川 淳一（2016）：平成 27 年度厚生労働行政

推進調査事業費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）医療的管理下における

介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の実態に関する研究（H27-身体・知的-指定

001 ）分担研究報告書 分担研究課題名：発達障害入院患者についてのアンケート調査の３群比較 

33-37P. 
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９ おわりに 

 

強度行動障害は、障害の特性（重度の知的障害や自閉症等）と環境の要因（情報の分かりにくさ）の相

互作用により生じると考えられており、その人の特性の理解と、特性に合わせた支援と環境の提供が効

果的であることが知られている。1980 年代に初めて強度行動障害という言葉が使われて以来 30 年が経

ち、現場での基本的な対応については、一定の理解が進んだ側面もあるが、予防も含めたその背景につい

ての研究は、緒に就いたばかりというのが現状であり、依然、障害福祉分野においての最優先課題である

といえよう。特に、この課題の抜本的な対策に不可欠な、強度行動障害児者を受け入れる施設・事業所の

人員配置も含めた「支援環境」についての議論がこれまであまりにも不足していた。 

今回の実態調査で明らかとなった重要な点には、居住系施設の建物設備環境（個室・ユニット化・生活

単位）や日中活動と暮らしの場の明確化が施設事業所間で大きく異なること、職員体制を生活時間帯で

比較すると、夜間帯において１対１対応が必要な利用者割合と人員配置が適正でないこと等があげられ

る。こうした人員体制も含めた支援環境の脆弱さは結果として、離職や労災事故の多発、大きな社会問題

にもなっている居室施錠等の身体拘束などの虐待に至る背景となっていたことが示唆された。 

現に全国では、様々な困難な環境の下で著しい行動障害に苦しむ利用者に日夜向き合い、支援にあたっ

ている施設・事業所が存在する。当検討会が提案した「行動障害生活支援センター（仮称）」構想の実現

には、少なからず時間を要するが、先述したように当該センターは必ずしも新規で設置するものではな

く、こうした施設・事業所を必要なかたちに更新していくことで活用できるものと考える。現場で働く支

援員の疲弊を一日も早く軽減するためにも、ユニット化、個室化、人員配置、職住分離の活動を評価する

指針が示され、次期報酬改定において柔軟な報酬構造となることを求めたい。 

また、「予防的工夫」の考えは大変重要であり、特に ICT の活用を積極的に支援する補助制度のさらな

る拡充を求めたいと考える。ICT の積極的な活用は、これからの福祉分野において、人手不足を補う業

務の省力化だけを目的としたものではない。より客観性のある根拠に基づく合理的な支援を実現するた

めのツールであり、サービスの質が問われる時代にあって、利用者のより快適な生活に資する活用が期

待されるものである。 

こうした現場における実質的な情報を広く共有できたことで、今後、様々な領域からこの分野の現状を

踏まえた研究がさらに推し進められていくことを願っている。 
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■データ編■ 
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【A】 
施設入所支援の利用者数の推移（障害支援区分別） 

 

（令和３年 11 月 5 日 社会保障審議会障害者部会 第 121 回 資料 2） 
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【B】            
施設・事業所の強度行動障害認定利用者数 

（単位：人） 

  
現在員数 
・登録者数 

強度行動障害 
認定利用者数 

在籍者割合 
(%) 

障害児入所施設 4,126 532 12.9 

障害者支援施設（日中） 52,415 18,133 34.6 

生活介護事業所（通所） 27,461 6,456 23.5 

共同生活援助事業所 10,350 666 6.4 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

 

 

【C】 
入所型施設における居室の状況 

（部屋数・下段は％） 

  障害児入所施設 障害者支援施設 計 

個室利用 
1,895  28,412  30,307  

65.8  64.5  64.6  

2 人部屋利用 
619  12,948  13,567  

21.5  29.4  28.9  

3 人部屋利用 
146  1,375  1,521  

5.1  3.1  3.2  

4 人部屋利用 
200  1,288  1,488  

6.9  2.9  3.2  

5 人以上利用 
19  15  34  

0.7  0.0  0.1  

計 
2,879  44,038  46,917  

100 100 100 

（令和 4 年度 全国知的障害児・者施設・事業所実態調査 日本知的障害者福祉協会） 
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【D】 
居住棟の定員 （障害者支援施設） 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

 

 

【E】 
「行動障害児・強度行動障害者が生活や活動する場としての設備環境面（安全
面や機能面等）の整備状況」と「強度行動障害と認定されている利用者の現在
員（夜間）に対する割合」（障害者支援施設） 
 

（施設数・下段は％） 

（※）当設問に対して、回答のあった施設・事業所の現在員合計 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（棟数・下段は％） 

 １０名以下 １１名以上～ 計 

①居住棟一体型 
17 576 593 

2.9 97.1 100 

②居住棟分離型 
42 333 375 

11.2 88.8 100 

③居住棟分棟型 
21 50 71 

29.6 70.4 100 

④居住棟分離・分棟併用型 
34 93 127 

26.8 73.2 100 

計 
114 1,052 1,166 
9.8 90.2 100 

おおまかなスケジュール 
支援員数

(a) 

うち１：１対応 

している支援員(b) 

% 

(b)/(a) 

現在員合計(c) 

（※） 
（c）/（a） 

③日中活動後から就床前 
（平日） 

6,827 1,350 19.8 46,171 6.8 

上記から「1 対 1 での対応を必要
とする職員数」と同数を利用者
現在員から減じて当該時間帯で
の利用者と支援員等の配置割合 

5,477 ― ― 49,468 8.2 

支援員総数 25,729 ― ― ― ― 
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【F】 
「行動障害児・強度行動障害者が生活や活動する場としての設備環境面（安全
面や機能面等）の整備状況」と「強度行動障害と認定されている利用者の現在
員（夜間）に対する割合」（障害者支援施設） 
 

（施設数・下段は％） 

  
２０％ 
未満 

2０％～ 
４０％ 
未満 

4０％～ 
６０％ 
未満 

６０％～ 
８０％ 
未満 

８０％ 
以上 

無回答 計 

①まったくされていない 
17 6  2  2  0  0  27  

5.9  3.2  1.1  1.5  0  0  3.0  

②ほとんどされていない 
77  53  53  23  10  5 221  

26.7  28.6  27.9  16.8  13.0 20.8 24.5  

③どちらでもない 
90  54  53  42  27  4 270  

31.3  29.2  27.9  30.7  35.1 16.7 29.9  

④ある程度整備されている 
84  71  77  69  38  13 352  

29.2  38.4  40.5  50.4  49.4 54.2 39.0  

⑤十分に整備されている 
3  1  5  1  1  0  11  

1.0  0.5  2.6  0.7  1.3  0  1.2  

無回答 
17  0  0  1  1  2  21  

5.9  0  0  0.7  1.3  8.3 2.3 

計 
136  185  190  138  77  24 902 

100  100  100  100  100  100  100  

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

 

【G】 
行動障害児・強度行動障害者が生活・活動する場としての設備環境面の整備が
できていない理由（複数回答） 

（施設・事業所数/下段は％） 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

 

 

 

 

  
障害児 

入所施設 

障害支援 

施設 

生活介護 

事業 

（通所型） 

共同生活 

援助事業 
計 

①改築、改装、設備工事の予算が確保でき

ない 

52 324 238 80 694 

71.2 62.5 52.1 28.5 52.2 

設備環境面が「まったく整備されていな

い」・ 

「ほとんど整備されていない」・「どちら

でもない」と回答した施設数 

 

73 

 

518 

 

457 

 

281 

 

1,329 

100 100 100 100 100 
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【H】 
各行動関連項目の平均得点と合計得点の分布 

 

令和３年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害児者の実態調査等に関する研究」 

 

 

【I】 
施設入所支援利用者の日中活動の場の状況 
 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

  人数 ％ 

同一法人敷地内で活動 54,299 88.5  

同一法人で別の場所（敷地外）で活動 2,134 3.5  

他法人・他団体が運営する日中活動事業所等で活動 314 0.5  

その他の日中活動事業所等で活動 89 0.1  

不明・無回答 4,524 7.4  

計 61,360 100  
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【 J 】  
「強度行動障害のある方に対する支援等による労働災害の発生の有無」と 
「強度行動障害と認定されている利用者の現在員（夜間）に対する割合」 
 

（施設数/下段は％） 

 ２０％ 
未満 

2０％～ 
４０％ 
未満 

4０％～ 
６０％ 
未満 

６０％～ 
８０％ 
未満 

８０％ 
以上 

無回答 計 

労働災害の 
発生あり 

30 53  53  46  26 9 217  

10.4 28.6 27.9 33.3  33.8 37.5 24.1  

労働災害の 
発生なし 

178 90  103  64  35 6 476  

61.8 48.6  54.2  46.4  45.5 25.0 52.8  

無回答 
80 42  34  28  16 9 209  

27.8 22.7 17.9  20.3  20.8 37.5 23.2  

計 
136  185  190  138  91  10  902  

100  100  100  100  100  100  100  

 

「強度行動障害のある方への支援に携わる支援員に対する施設としての特別
の配慮の状況」と「強度行動障害と認定されている利用者の現在員（夜間）に
対する割合」 

（施設数/下段は％） 

  
２０％ 
未満 

2０％～ 
４０％
未満 

4０％～ 
６０％
未満 

６０％
～ 

８０％
未満 

８０％ 
以上 

無回答 計 

特別の配慮をして
いる 

55 71  87  62  34 12 321  

19.1 38.4 45.8 44.9  44.2 50.0 35.6  

特別の配慮をして
いない 

208 112  102  74  42 9 547  

72.2 60.5 53.7  53.6  54.5 37.5 60.6  

無回答 
25 2  1  2  1 3 34  

8.7 1.1  0.5  1.4  1.3 12.5 3.8  

計 
288 185  190  138  77 24 902  

100  100  100  100  100  100  100  

 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 
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【K】 
「身体拘束の内容」と「行動関連項目点数」 （障害者支援施設） 

 

 （人数/下段は％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
１０ 
点 

１１
点 

１２
点 

１３
点 

１４
点 

１５
点 

１６
点 

１７
点 

１８
点 

１９ 
点 

④支援者が行動を制
限する 

61 44 47 43 42 66 56 43 51 51 

5.1 5.3 5.8 5.2 5.6 8.1 7.4 6.7 7.3 8.3 

⑥自分で開けられな
い居室に隔離 

40 25 31 31 42 53 43 36 49 41 

3.4 3.0 3.8 3.8 5.6 6.5 5.7 5.6 7.0 6.7 

実数 
1,194 835 814 825 752 811 761 643 696 616 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

２０点 
以上 

１０点 
以上 

（未確認） 
無回答 計 

107 43 470 1,124 

10.0 7.5 8.0 7.3 

107 31 275 804 

10.0 5.4 4.7 5.2 

1,074 577 5,890 15,488 

100 100 100 100 



- 22 - 

 

【L】 
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の被虐待者 
 

 

 

『令和３年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に

関する調査結果報告書』 

（令和５ 年 3 月 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室） 
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【M】 
著しい行動障害児・者への生活および活動する場の構造化への配慮や工夫等 
 

 

 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

【N】 

応用行動分析（行動療法）の手法 
 

 
（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

環境面の配慮をしている

78.6%

別段の配慮や工夫は

していない

21.4%

①環境面の配慮

視覚的支援の配慮をしている

75.9%

別段の配慮や工夫は

していない

24.1%

➁視覚的支援の配慮

応用行動分析の手

法を支援に取り入

れている

38.6%

取り入れていない

61.4%

応用行動分析の手法
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【O】 
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）研修修了者数 
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【P】 
強度行動障害支援者養成研修等の受講による支援員のスキル確保の状況 
（障害者支援施設） 

（施設数/下段は％） 

① まったく 
確保 

されていない 

② ほとんど 
確保されて 
いない 

③どちらと
もいえない 

④ある程度 
確保 

されている 

⑤十分に 
確保 

されている 
無回答 計 

20 74 289 493 7 19 902 

2.2 8.2 32.0 54.7 0.8 2.1 100 

（著しい行動障害に関する実態調査 日本知的障害者福祉協会 令和 3 年 3 月実施） 

 

 


